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第１章　総　則
[bookmark: _GoBack]
（目　的）
第１条　　この規程は、会社における物品の購買に関し、その原則及び基本的手続を明確にし、適正な     業務の実施を図ることを目的とする。

（定　義）
第２条　　この規程で物品とは以下のものをいう。
1.　原　　料
2.　燃　　料
3.　包装資材
4.　設備・機械・資材
5.　工事　作業の請負
②　この規程で購買とは、社内他部門からの物品見積依頼の受付より発注可能先との諸条件の交      渉・発注・検収・支払に至る一連の業務をいう。ただし、遊休資産の売却を含むものとする。

（責任者）
第３条　　購買業務に関する責任者は、総務部長とする。

（購買の基本理念）
第４条　　購買は次に定める基本理念に基づいて行うものとする。
1.　必要かつ適切な物品の購買に務め、その業務の遂行にあたっては公平・誠実であること
2.　会社の製品の原価意識を徹底し、良識ある利益追究に心掛けること
3.　購買担当者は時勢に応じた新物品の採用について革新者であるよう常に心掛けること
4.　購買業務の遂行にあたっては会社の社会における信用の維持、及び法律とその精神の遵守に心掛けること

（購買の基本原則）
第５条　　購買は次に定める基本原則に基づき行うものとする。
1.　取引先の選定はその実績、信頼性、技術力等の評価を基準とし国内外に開放して行う。
2.　複数の見積取得を原則とする。
3.　購買品目の仕様、数量、取引条件等の情報は厳格に管理し、必要に応じて取引可能な相手先に公平に開示する。
4.　個々の購買取引は仕様、品質、性能、納期、価格等の経済合理性の判断基準に基づき決定する。
5.　納入メーカーとの直取引を基本とする。
6.　関連会社との購買取引についても第４条及び第５条各項の理念及び原則により決定する。

（購買予備行為の禁止）
第６条　　取引先に対する下記の行為は発注依頼部門に属する者のみが行うことを原則とする。
1.　購買に関する情報の提供
2.　見積の徴収
3.　納入準備の依頼


第２章　雑　則

（規程の管理）
第７条　　この規程の管理は、総務部長が行う。


付　　則

①　この規程は、２０２４年１０月　１日から施行する。
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